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離する 
・他の児童と接触させないなどの孤立的な扱いを行う 
・感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする 
などの行為を指します。 
 
 

２．児童虐待防止法との関係 
 

児童虐待防止法においては、保護者がその監護する児童に対し、その身体に外傷を

生じるおそれのある暴行やわいせつな行為、ネグレクト、著しい心理的外傷を与える

行為等を行うことを「児童虐待」として定義しています。 
ここで言う「保護者」とは、親権を行う者のほか、児童を現に監護する者とされて

おり、児童が施設に入所している場合又は里親に委託された場合には、当該施設の長

又は里親は一定の監護権を有し、かつ、現に監護していることから、保護者に該当す

るものです。 
一方、施設職員として養護に従事する者については、施設長の指揮命令に従い、一

定の業務に従事していることから、保護者には該当するものではありません。 
 
したがって、 

   ① 施設職員が行う虐待については、児童虐待防止法に規定する児童虐待の対象で

はありませんが、今回新たに被措置児童等虐待の対象に該当することになります。 
   ② 里親や施設長については、児童を現に監護する者として、児童虐待防止法に規

定する「保護者」となることから、これらの者が行う虐待については、児童虐待

防止法に規定する児童虐待であるとともに、今回、さらに被措置児童等虐待に該

当することになります。 
 
児童虐待防止法及び児童福祉法の双方が適用される里親や施設長による虐待につい

ては、行政が措置した児童について措置や委託中もその養育の質の向上と権利擁護を

図るという観点から、措置を行う根拠法である児童福祉法において被措置児童等虐待

の対策を講じるという今回の改正の趣旨を踏まえ、第一義的には、児童福祉法に基づ

く措置を優先して講じることとします。 
 

ただし、万が一、「保護者」に該当する里親や施設長が虐待を行い、児童福祉法に基

づく事業規制等による対応を行っても、十分に対応できないような事態が起こった場

合は、さらに児童虐待防止法に基づく臨検・捜索等の対応も行うことが可能です。 
 
なお、児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待であっても、被措置児童等虐待の

いずれかに該当すると考えられるケースについては、児童福祉法に基づく被措置児童

等虐待として通告すれば、別途児童虐待防止法第６条第１項の規定に基づく通告をす

ることを要しないものとされています。（児童福祉法第３３条の１２第２項） 
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児童虐待防止法との関係整理

要保護児童

児童福祉法第25条の規定による通告の対象となる児童

児童虐待防止法第6条に規定する通告の対象となる児童

（児童虐待を受けたと思われる児童）
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児童福祉法に基づき対応
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施設長、里親からの虐待

＜斜線部分＞

※児童虐待防止法と重複す
る部分については、児童福
祉法による対応を優先

施設の従業員からの虐待

＜グレーの部分＞

児童虐待防止法第6条

に規定する通告の対
象となる児童
（児童虐待を受けたと
思われる児童）
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